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永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出について 

 
 
このことについて，次のとおり意見書を提出するものとする。 
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永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書 

 

 

 政府与党では通常国会に永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を

提出する動きがあります。 

 この法案に対する認識や論議は国民に浸透しているものではなく，かつ，与党内で

も方針や考え方において意見が一致しておらず，拙速の感は否めません。 

 我が国に在住する外国人に対する地方行政のあり方については，外国人住民の考え

方や要望などを積極的に吸収する仕組みづくりが必要ではありますが，永住外国人へ

の地方参政権付与に関しては，民主主義の根幹を揺るがし，国家の主権を脅かす懸念

があります。 

日本国憲法は，第 15 条において，「公務員を選定し，及びこれを罷免することは，

国民固有の権利である」と規定し，また，第 93 条第２項において，「地方公共団体

の長，その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は，その地方公共団体の住民が，

直接これを選挙する」と規定されております。 

平成７年２月 28 日の最高裁判所判例では，「憲法が選挙権を保障しているのは日

本国民で，その保障は外国人には及んでいない」とし，住民の解釈として，「住民と

は地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当

である」と指摘していることから，日本国民ではない永住外国人に対して地方公共団

体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは，憲法上問題があります。 

 国籍法では，第４条において，「外国人は，帰化によって，日本の国籍を取得する

ことができる」と規定しており，永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するために

は，この国籍法に定める帰化によるべきものが妥当と考えられます。 

 よって，国においては永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定すること

のないよう強く要望します。 

 以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 
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